
議案第７８号 

川崎市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定

介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等

に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 川崎市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護

予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条

例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

平成２７年 ２ 月１９日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

川崎市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定

介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等

に関する条例の一部を改正する条例 

川崎市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護

予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条

例（平成２４年川崎市条例第８３号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１号中「介護予防サービス事業を」を「介護予防サービス事業又は

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等

に関する法律（平成２６年法律第８３号。以下この号において「整備法」とい

う。）附則第１１条又は第１４条第２項の規定によりなおその効力を有するも

のとされた整備法第５条の規定（整備法附則第１条第３号に掲げる改正規定に

限る。）による改正前の介護保険法（以下「旧法」という。）第８条の２第２



項に規定する介護予防訪問介護（以下「介護予防訪問介護」という。）若しく

は同条第７項に規定する介護予防通所介護（以下「介護予防通所介護」という。）

を行う事業を」に改め、同条第２号中「法」を「介護予防サービス費（法」に

改め、「介護予防サービス費」の次に「及び旧法第５３条第１項に規定する介

護予防サービス費（介護予防訪問介護及び介護予防通所介護に係るものに限る。）

をいう。以下同じ。）」を加え、同条第３号中「定める基準」の次に「及び旧

法第５３条第２項第１号に規定する厚生労働大臣が定める基準（介護予防訪問

介護及び介護予防通所介護に係るものに限る。）」を加え、同条第４号中「係

る指定介護予防サービス」の次に「（旧法第５３条第１項に規定する指定介護

予防サービスに該当する介護予防訪問介護及び介護予防通所介護を含む。以下

同じ。）」を加える。 

第５条中「指定介護予防サービス」を「旧法第５３条第１項に規定する指定

介護予防サービス」に改める。 

第６条第５項中「第４項」を「第５項」に改め、同項を同条第６項とし、同

条第４項中「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定

介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

（平成１８年厚生労働省令第３５号。以下「基準省令」を「介護保険法施行規

則等の一部を改正する省令（平成２７年厚生労働省令第４号）附則第２条第３

号及び第４条第３項の規定によりなお効力を有するものとされた指定介護予防

サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令

第３５号。以下「旧基準省令」に改め、同項の次に次の１項を加える。 

５ 第２項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を３人以上配置し、

かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を１人以上配置して

いる指定介護予防訪問介護事業所において、サービス提供責任者が行う業務



が効率的に行われている場合にあっては、当該指定介護予防訪問介護事業所

に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が５０人又はその端数

を増すごとに１人以上とすることができる。 

 第８７条第１号中「又は」を「若しくは」に、「やサービス担当者会議」を

「又はサービス担当者会議若しくはリハビリテーション会議（介護予防訪問リ

ハビリテーション計画又は介護予防通所リハビリテーション計画の作成のため

に、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士、指定介護予防支援等基準条例第５条に規定する担当職員、介

護予防サービス計画の原案に位置付けられた指定介護予防サービス等の担当者

その他の関係者（以下「構成員」という。）により構成される会議をいう。以

下同じ。）」に改め、同条中第１３号を第１４号とし、第６号から第１２号ま

でを１号ずつ繰り下げ、第５号の次に次の１号を加える。 

⑹ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビ

リテーション事業者（第１１９条第１項に規定する指定介護予防通所リハ

ビリテーション事業者をいう。）の指定を併せて受け、かつ、リハビリテ

ーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びそ

の置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、介護予防訪問リハビ

リテーション及び介護予防通所リハビリテーションの目標並びに当該目標

を踏まえたリハビリテーションの提供内容について整合性のとれた介護予

防訪問リハビリテーション計画を作成した場合については、第１２８条第

２号から第５号までに規定する介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準を満たすことをもって、第２号から前号までに規定する基準を満

たしているものとみなす。 

 第９７条中「指定介護予防サービス」を「旧法第５３条第１項に規定する指

定介護予防サービス」に改める。 



第１００条第４項中「前３項」を「第１項から第３項まで」に改め、同項を

同条第５項とし、同条第３項の次に次の１項を加える。 

４ 前項ただし書の場合（指定介護予防通所介護事業者が第１項の設備を利用

し、夜間及び深夜に指定介護予防通所介護以外のサービスを提供する場合に

限る。）には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に市長に

届け出るものとする。 

 第１０１条第４項中「基準省令」を「旧基準省令」に改める。 

 第１０７条の次に次の１条を加える。 

（事故発生時の対応） 

第１０７条の２ 指定介護予防通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予

防通所介護の提供により事故が発生した場合は、当該利用者の家族、当該利

用者に係る介護予防支援事業者、関係する市町村等に連絡を行うとともに、

必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定介護予防通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採っ

た処置について記録しなければならない。 

３ 指定介護予防通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予防通所介護の

提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなけ

ればならない。 

４ 指定介護予防通所介護事業者は、第１００条第４項の指定介護予防通所介

護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第１項及び第２項の

規定に準じた必要な措置を講じなければならない。 

 第１０８条第２項第６号中「次条において準用する第３７条第２項」を「前

条第２項」に改める。 

 第１０９条中「第３８条まで」を「第３６条まで、第３８条」に改める。 

 第１１７条中「から第３８条まで」を「、第３８条」に改める。 



 第１２８条第１号中「又は」を「若しくは」に、「やサービス担当者会議」

を「又はサービス担当者会議若しくはリハビリテーション会議」に改め、同条

中第１２号を第１３号とし、第６号から第１１号までを１号ずつ繰り下げ、第

５号の次に次の１号を加える。 

⑹ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビ

リテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議

（医師が参加した場合に限る。）の開催等を通じて、利用者の病状、心身

の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、

介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの

目標並びに当該目標を踏まえたリハビリテーションの提供内容について整

合性のとれた介護予防通所リハビリテーション計画を作成した場合につい

ては、第８７条第２号から第５号までに規定する介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準を満たすことをもって、第２号から前号までに

規定する基準を満たしているものとみなす。 

第１３８条第３項第３号中「基準省令」を「指定介護予防サービス等の事業

の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準（以下「基準省令」という。）」に改める。 

 第１４２条に次の１項を加える。 

２ 利用者の状況又は利用者の家族等の事情により、指定介護予防支援等基準

条例第５条に規定する担当職員が、緊急に指定介護予防短期入所生活介護を

受けることが必要と認めた者に対し、介護予防サービス計画において位置付

けられていない指定介護予防短期入所生活介護を提供する場合であって、当

該利用者及び他の利用者の処遇に支障がないときは、前項の規定にかかわら

ず、前項各号に掲げる利用者の数を超えて、静養室において指定介護予防短

期入所生活介護を行うことができる。 



 第１６８条中「をいう。）」の次に「若しくは指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所（指定地域密着型介護予防サービス基準条例第４６条第１項に

規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。）」を加える。 

 第１７４条中「前項」と」の次に「、第１４２条第２項中「静養室」とある

のは「静養室等」と」を加える。 

 第２０５条第１項中「第８条の２第１１項」を「第８条の２第９項」に改め、

同条第３項を削る。 

 第２０６条第１項第２号ア中「のうち要介護認定等に係る介護認定審査会に

よる審査及び判定の基準等に関する省令（平成１１年厚生省令第５８号。以下

「認定省令」という。）第２条第１項第２号に規定する要支援状態区分に該当

する者の数が３人又はその端数を増すごとに１人及び利用者のうち同項第１号

に規定する要支援状態区分に該当する者」を削り、同条第２項第２号ア中「利

用者のうち認定省令第２条第１項第２号に規定する要支援状態区分に該当する

者及び」を削り、「利用者の数」の次に「及び利用者の数に１０分の３を乗じ

て得た数の合計数」を加え、「並びに利用者のうち同項第１号に規定する要支

援状態区分に該当する者の数が１０人又はその端数を増すごとに１人以上」を

削る。 

 第２１１条を次のように改める。 

第２１１条 削除 

 第２１９条第２項中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号から第８号

までを１号ずつ繰り上げる。 

 第２２８条中「指定介護予防サービス事業者」を「事業者」に改める。 

 第２３５条第２項中「受託介護予防サービス事業者は」の次に「、指定居宅

サービス事業者」を加え、「又は」を「若しくは」に改め、「指定地域密着型

介護予防サービス事業者」の次に「又は指定事業者」を加え、同条第３項中「種



類は」の次に「、指定訪問介護（指定居宅サービス等基準条例第５条に規定す

る指定訪問介護をいう。以下同じ。）、指定通所介護（指定居宅サービス等基

準条例第９９条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。）」を、「指定介

護予防認知症対応型通所介護」の次に「並びに第１号訪問事業（指定事業者が

行うものに限る。以下「指定第１号訪問事業」という。）に係るサービス及び

第１号通所介護事業（指定事業者により行われるものに限る。以下「指定第１

号通所事業」という。）に係るサービス」を加え、同条第４項中「指定介護予

防訪問介護、指定介護予防訪問看護及び指定介護予防通所介護」を「次に掲げ

る事業」に改め、同項に次の各号を加える。 

⑴ 指定訪問介護若しくは指定介護予防訪問介護又は指定第１号訪問事業に

係るサービス 

⑵ 指定通所介護若しくは指定介護予防通所介護又は指定第１号通所事業に

係るサービス 

⑶ 指定介護予防訪問看護 

第２３６条第２項中第７号を削り、第８号を第７号とし、第９号を第８号と

し、第１０号を第９号とする。 

 第２４０条中「第８条の２第１２項」を「第８条の２第１０項」に改める。 

 第２４６条の見出し中「確保」の次に「並びに福祉用具専門相談員の知識及

び技能の向上等」を加え、同条に次の１項を加える。 

２ 福祉用具専門相談員は、常に自己研さんに励み、指定介護予防福祉用具貸

与の目的を達成するために必要な知識及び技能の習得、維持及び向上に努め

なければならない。 

 第２５４条の見出し中「介護予防福祉用具計画」を「介護予防福祉用具貸与

計画」に改める。 

 第２５７条中「第８条の２第１３項」を「第８条の２第１１項」に改める。 



   附 則 

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

参考資料 

制 定 要 旨 

指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サ

ービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正

に伴い、指定介護予防通所介護事業者が指定介護予防通所介護事業所の設備を

利用して夜間及び深夜に指定介護予防通所介護以外のサービスを提供する場合

にそのサービス内容を届け出ることとすること、緊急に指定介護予防短期入所

生活介護を受けることが必要と認められた場合に利用定員を超えて指定介護予

防短期入所生活介護を行えることとすること等のため、この条例を制定するも

のである。 


